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１） 琉球大学大学院教育学研究科

地域課題解決に向けた支援を必要とする子どもの早期支援体制

と関係機関との連携体制の整備

―離島地域におけるトータル支援事業―

浦崎：地域課題解決に向けた支援を必要とする子どもの早期支援体制と関係機関との連携体制の整備

要約

離島・へきち地域の非行や不登児、障害児等の子どもの実態把握と支援体制への取組は地域特性に基づく貧

国等の地域課題を解決に導くと考えてきた。そこで地域課題を解決するための幼児期からの子どもの養育環境や

家庭環境の実態を把握する体制とその体制に基づいた園（所）や学校、教育行政と福祉行政との役割分担、具体

的な取組の手続きとその実施のあり方について検討した。沖縄県の八重山地域（石垣市）の具体的な取組を通し

て、地域の教育課題の解決に向けた地域の協働支援体制の構築を目指した、子どもの「早期支援情報交換会」お

よび「早期支援交流会」の取組とその具体的なプロセスを整理した。

Ⅰ． 問題の所在
琉球大学教職センター（旧教育学部附属発達支援教育実践センター）と教育学部は気になる多

様なこどもを支援する地域事業、「トータル支援事業」を実施してきた。沖縄県教育委員会（八重

山教育事務所）との共催、石垣市・竹富町両教育委員会との協定、与那国町教育委員会・石垣市

福祉部未来局との連携・協働、および研修会に関しては八重山特別支援学級設置校長会・連絡協

議会との連携・協働により実施してきた（浦崎 ,2020）。
トータル支援事業の中核となる取組として 2006 年度から発達障害のある子ども、気になる子

どもへの「トータル支援」と呼んでいる集団支援（以下、TSG）を沖縄県の圏域の教育事務所を拠

点として実施してきた。TSG は発達の基盤となる「他者との関係性の形成」による遊びを中心と

した取組である。発達障害のある子どものみにとらわれず、知的な遅れがあってもなくても多様

な子どもを対象に発達を考慮して、すそ野の広い支援や教育の実践を目指してきた（2016a）。
 TSG では子どもも支援者としての大人も＜ともに楽しむ場を共有する＞ということを支援姿

勢として位置付けている（浦崎 ,2011）。 その＜楽しむ場＞を通して社会性を育み、「生きる力」 が
培われていくことを発達障害のある子ども、支援を必要とする子どもとの関わりを通して確認し

てきた（浦崎ら ,2016b）。発達障害のある子どもへの臨床実践による集団支援や地域のニーズに

応える地域支援は各地域や団体によって行われてきた歴史があり、その支援形態は独自の特色を

有している（遠矢 ,2006、辻井 ,1999）。浦崎ら （2016c） が行ってきた TSG の取組の特色は地域
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の行政機関との協働・連携を重要視し、その取組の成果を通して地域課題の解明およびその解決

に取り組んでいることである。

「トータル支援事業」を長年、沖縄県の離島地域の八重山の石垣島の園（所）や学校に通う支援

を必要とする子どもたちを対象に実施してきた。その石垣の地域傾向は小学校までは支援を必要

とされる子どもが少ないにも関わらず、中学校に入学すると支援対象児が増えることにある。

２０１９年度の教育、福祉の関係機関との連携により、その課題解決には課題が表面化する中学

校のみの課題ではなく、保育所・幼稚園・こども園・小学校の課題や高校や就労への支援となる

キャリア教育の課題と繋がっており、地域の自治体、公的機関、地域組織や団体との連携・協働

の支援ネットワークの構築が必要であることが明確となった。

２０１９年度から八重山圏域で、地域特色に応じた早期支援の体制の構築を目指す取組が、沖

縄県教育委員会（八重山教育事務所）との共催により、琉球大学の地域事業、「トータル支援事業

IN 八重山」の一環として行われている（浦崎 ,2021）。支援メンバーは現地の大学の卒業生で若い

現職教育、沖縄本島から教職大学院の指導生、今まで本事業に関わってきた支援メンバーで構成

されており、「相談会」や「支援教室」を開催する際には学校や園（所）を通して参加を希望する地

域の保護者や子どもを募っている。その「トータル支援事業」や学校訪問等の取組により、地域

の課題解決が養育環境・家庭環境の要因と切り離して考えることができないことが鮮明になって

いる（浦崎、2020）。
八重山地域に限らず、沖縄県全域の地域課題として貧困やひとり親世帯における養育環境・家

庭環境の実態が、子どもの理解や学校等の教育機関の支援・教育のあり方に大きな影響を与えて

いると考えられるが、八重山地域の特性による地域課題解決は、他の地域の課題の解決に繋がる

モデルとなりうることが想定される。また浦崎（2021）は特別支援教育の対象とされる子どもの

みならず、不登校や非行による教育相談や生徒指導の対象となる多様な子どもにおける支援・教

育においても、その在り方を検討する取組を行ってきた。多様な子どもを対象とする取組におい

ても発達の促進、学力の向上を含めた支援が必要とされる子どもには共通して養育環境・家庭環

境の課題が根底にあることが考えられる。

そこで本研究では２０１９年度から継続して実施してきた貧困やひとり親世帯等の養育・家庭

環境への理解や地域の支援が必要とされる可能性のある子どもの「予防的実態把握」に基づく「早

期の連携支援体制の構築」が必要であるとの考えのもと、本事業による浦崎（2021）が報告した

２０２０年度の取組と新たな２０２１年度の取組を比較し、今後の支援体制の構築に向けて地域

の課題解決のための体制作りを検討する。

Ⅱ． 研究目的及び方法
昨年度、乳幼児期からの子どもたちの養育環境や家庭環境の実態を把握する体制とその体制に

基づいた支援のあり方を検討する地域の協働支援体制を構築するための昨年度の１．1）～ 3）の
取組を整理し、本研究において２．１）～３）の取組を実施する。

地域課題を把握し、その克服に向けて早期支援体制に向けた八重山地域（石垣市）の特色によ

る連携・協働体制の構築の目標を明確にする。目標を明確にすることにより地域課題の解決策を

整理した。

１. 本研究を実施する基盤となった２０２０度の取組の研究目的及び方法

１）２０２０年度の地域課題の把握

昨年度の地域課題について取組を整理し、本研究において、①専門性を有する人材の不足と実

践力を養成する研修の機会の不足、②保育園（所）・幼稚園・認定こども園および小学校の乳幼

児・学齢期教育課題の解決、③地域課題の解決に向けて予防的実態把握と早期支援への情報共有
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体制の構築に焦点を当てて地域課題を把握する。

２）地域課題の解決策・その計画

地域課題の解決に向けて、①幼児教育施設と小学校の乳幼児期・学齢期の巡回支援、②幼児教

育施設と小学校の乳幼児・学齢期教育課題の検討と支援の検討、③地域課題の解決に向けて予防

的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築を計画する。

３）実行に向けて

２０２０年度の地域教育課題の解決に向けた地域の協働支援体制の構築の計画とその実施に向

けて、早期支援体制づくりおよび切れ目のない「連携継続支援体制」の構築するための２０２０

年度までの具体的なプロセスを整理した段階的計画に対して、本研究ではその取組を具体的に実

行し支援体制の構築を目指す。具体的な目的として「早期支援連絡会」を開催し、その連絡会を

通して具体的な地域課題とその解決向けての幼児教育施設と小学校との具体的な取組の手順を示

す。

２． 本研究における研究目的及び方法

１）地域課題の把握

２０２０年度の地域課題①の人材の養成に関しては地域課題②の幼児教育施設と小学校の乳幼

児・学齢期教育課題への対応を先行して行う必要があり、地域課題②を鮮明にした上で支援への

実践力を養成することへと展開するべきだと考えた。また、地域課題②を鮮明にするためには地

域課題③の予防的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築を最優先課題とすることにした。

そのことより２０２１年度の地域課題の解決に向けて、本研究では、①地域課題の解決に向けて

予防的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築、②早期における幼児教育施設と小学校との

連携・協働による取組の体制作り、③教育委員会と福祉部未来局の連携・協働による取組の体制

整備作り、①～③の解決課題を設定した。

２）地域課題の解決策・その計画

地域課題の解決に向けて、①市内各園（所）、各小学校との予防的実態把握と情報交換体制の方

向性を確認する場の設定、②「学校区地域外の子どもを含めた全域支援体制」、「課題が深刻化す

ると想定される子ども」への連携継続支援体制の構築、③地域課題の解決に向けた教育委員会お

よび福祉部未来局との連携・協働の仕組作り、①～③の取組を計画した。

３）実行に向けて

地域の教育課題の解決に向けた地域の協働支援体制の構築の計画とその実施に向けて、早期支

援体制づくりおよび切れ目のない「連携継続支援体制」を構築するために２０２０年度までの具

体的なプロセスや段階的な計画に対して、本研究ではその取組を実行し支援体制の構築を目指

す。具体的な目的として、早期支援連絡会を開催し、その連絡会を通して現実的な地域課題とそ

の解決に向けての幼児教育施設と小学校との具体的な取組の手順を示す。

Ⅲ． 地域課題の把握
八重山地域における地域課題として早期の結婚、早期の離婚、ひとり親での子育て等の家庭の

育児基盤の弱さによる世代間連鎖が見られる。ひとり親世帯および貧困等の家庭基盤の影響によ

り子どもが中学に入って思春期に不適応、不登校、障害の発達における子育ての困難性が生じて

いる実態が八重山地域の教育課題として挙げられる。子どもが中学校を中退し早期の結婚、早期

の離婚という全く親世帯と同様のプロセスを重ねる世代間連鎖を断ち切る地域性に基づいた支援

教育が必要である。そのためには地域の自治体や公的機関と人材による取組や地域の教育組織や

支援団体における人材との連携・協働の支援体制を作る取組が必要である。

離島・へき地の地域特有の学力等の教育的課題を抱えている子どもたちが通う学校、あるいは
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その漁業や農業等の歴史的文化的地域性が反映された教育環境をもつ子どもが通う学校、貧困地

域の子どもたちが通う学校等、地域において文化的歴史的土壌のもとで子どもの育ちの特色があ

ることが分かっている。

石垣市においては認定こども園化に向けて幼稚園による預かり保育が廃止されたことにより、

近隣の幼稚園から地域外の保育所や認定子ども園へと子どもたちが転園することが増加した。園

の選択においては入園（所）したい希望園（所）をあげることは可能であるが、最終決定は行政判

断となるしくみになっており、必ずしも希望の園（所）に入園（所）できるとは限らない。従って

ひとり親世帯や貧困家庭においても近隣の園（所）に通わせることができないことによる負担は

大きなものとなっている。２０１８年度の調査においても特に気になる子どもの世帯や家族が、

地域外の園（所）に通うことによる情報共有の欠如がもたらす小・中学校への学校不適応等の影

響は大きいと考えられ、連携・協働を促進させる情報共有のシステムの構築が大きな課題となっ

ている。本研究では早急に解決すべき支援体制の整備として、上記の課題①～③を進めていかな

ければならない。

Ⅳ．「早期支援連絡会」を通した地域課題の解決への目標
本研究では地域課題①市内各園（所）、各小学校との予防的実態把握と情報交換体制の方向性を

確認する場の設定、地域課題②「学校区地域外の子どもを含めた全域支援体制」、「課題が深刻化

すると想定される子ども」への連携継続支援体制を構築、地域課題③地域課題解決に向けた教育

委員会および福祉部未来局との連携・協働の仕組作り、①～③の構築を目指す。まず、③の地域

課題の解決に向けた予防的実態把握と早期支援への情報共有体制の構築を主とする取組「早期支

援連絡会」を開催して、③の解決および①、②の課題解決に迫ることを目指す。

２０２０年度までの取組と同様に「早期支援連絡会」による学校の子どもへの「早期の支援体

制」の構築を目指し、学校や園（所）の支援体制（学内・園（所）内の支援体制）、教育委員会や教

育事務所、市の福祉部未来局等の行政主導による連携・協働による学校と地域による支援体制

（地域支援体制）の在り方を検討した。そして「早期支援連絡会」を、学校の現状の課題の把握と

解決に向けて教育委員会と市福祉部未来局との連携・協働による「早期支援体制の整備」と「支援

研修体制の整備」をするための取組として位置付けた。

２０２０年度の取組の課題は行政間との連携と協働を考えた場合、教育委員会の主催または主

導する取組としての偏りがあることへの負担が大きく表れた。２０２１年度の取組は、２０２０

年度の教育委員会、福祉部未来局、園（所）、小学校、それぞれの取組の役割分担を再度検討

し、より具体的な取組の手順が確認できる体制を整えた。さらに具体的な早期支援体制を整える

ことで予防的実態把握と早期支援への情報共有のための「情報共有シート」、「トータル支援事業」

の「支援プログラム」の研修の開発やモデル化、他の離島・へき地地域の課題解決に寄与する成

果を目標とした。

Ⅴ． 地域課題の解決策 ・ 計画
２０２０年度に開催した「早期支援連絡会」を、２０２１年度の新しい教育委員会、福祉部未

来局、園（所）、小学校等のそれぞれの組織の均等な役割のバランスを整え、それぞれの責任の

所在を明確にするかたちで、地域の課題の解決を目指した。解決策として石垣市の特色と課題解

決のための連携・協働体制の構築を進めた。そこで連携継続支援体制を作るための「早期支援連

絡会」に関する取組を具体的に計画した。

まず、２０２０年度の石垣市の特色および課題とされる「学校区地域外の子どもを含めた全域

支援体制」、「課題が深刻化すると想定される子どもへの連携継続支援体制」を構築する①から⑩
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の取組やその内容を時系列順に示す（図１）。また２０２１年度の計画①から⑪を図２に示す。

ここでは図１と図２の取組の変化を含めて２０２１年度の取組を記述した。幼稚園、保育園

（所）、認定こども園は幼児教育施設と記載する。

①園内支援会議（幼児教育施設）

幼稚園、保育園（所）、認定こども園における課題が深刻化されると想定される子どもの実態

把握と卒園に向けた支援に関する会議

②早期支援連絡会（全体会：情報交換会）（教育委員会主催：幼児教育施設と小学校の協働）

地域の特色と課題解決に向けた管理職間のリーダーショップによる事前の引継ぎを目的とす

る会。教育委員会と福祉部未来局子育て支援課の行政主導による校長と園長との引継ぎの

会。２０２０年の管理職一人に加え、２０２１年度においては引き継ぎ担当者も参加する

こととなった。２０２１年度は全体会を情報交換会とその目的を明確にし、さらに主催を

２０２０年度の教育委員会と福祉部未来局から、２０２１年度は教育委員会とした。

③校内の重要度の高い支援体制の整備（小学校）

小学校による課題が深刻化すると想定される子どもの受け入れ体制の整備

④担任における必要とされる具体的な支援会議（幼児教育施設）

早期支援連絡会（全体会：情報交換会）の情報を得て園内支援会議に基づいて子どもの具体的

な支援の確認と整理

⑤早期支援連絡会（学校分会：交流会）（福祉部未来局主催：小学校と幼児教育施設の協働）

各小学校における管理職のリーダーショップによる事前の引継ぎを目的とする会。５歳児担

任と小学校の教頭先生による引継ぎの会。２０２１年度は主催を福祉部未来局とした。早期

の園（所）との学校交流会、園（所）から気になるボーダーライン上の子どもの引継ぎ

⑥小学校の管理職による支援の必要性の確認会議（小学校）

早期支援連絡会（全体会と学校分会）による情報を用いた具体的な支援の確認と検討

⑦新１年生の体験入学会（既存の連携行事や取組の検討と展開）（小学校と幼児教育施設）

新１年生の体験入学会では園の５歳児担任の参加による気になる新１年生の行動観察と園で

工夫した支援の確認。教育支援委員会への検討、特別支援教育支援員の配置、指導要録の活

用、クラス編成、クラス担任配置等、既存の連携行事や取組の検討と展開

⑧個別の指導計画と個別の教育支援計画の作成（小学校）

新入学児の個別の指導計画と個別の教育支援計画の作成と支援・教育実践、連携による指導

計画の充実と発展

⑨個別の支援・教育の検証と評価（幼児教育施設）

卒園後の園（所）での支援・教育についての評価を行う。園（所）で、学校での評価に基づく支

援・教育および支援方法の発展と改善

⑩学校・園（所）との巡回支援

入学後の子どもたちの行動観察による実態把握と継続支援

⑪連携・協働による研修体制の整備（幼児教育施設と小学校との協働）

連携による意見交換や合同の研究の充実や地域課題の解決や現実に即した実践力養成の研修

の充実と発展
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図１ 2020 年度早期の連携継続支援体制による支援・教育の取組①～⑩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

図１ 早期の連携継続支援体制による支援・教育の取組①～⑩ 

③校校内内のの重重要要度度のの

高高いい子子どどもものの支支援援

体体制制のの整整備備 
（課題が深刻化すると

想定される子どもの受受

けけ入入れれ体体制制のの整整備備） 
 
支援の必要性の高い子

どもの入入学学児児数数のの集集約約

ととおおおおよよそそのの実実態態のの把把

握握（（引引継継ぎぎままととめめシシーー

トトのの委委員員会会へへ提提出出）） 

石垣市の特色と課題解決のための連携・協働体制構築 
学学校校区区地地域域外外のの子子どどももをを含含めめたた全全域域支支援援体体制制  

課課題題がが深深刻刻化化すするるとと想想定定さされれるる子子どどももへへのの連連携携継継続続支支援援体体制制 
福 祉 

保育所・幼稚園・ 
認定こども園 

（子育て支援課： 
幼児期） 

  
 

①園園内内支支援援会会議議

のの実実施施  
（課題が深刻化する

と想定される子ども

の実態把握と卒園に

向けた支援） 
 
深深刻刻化化すするるとと想想定定ささ

れれるる子子どどもものの確確認認

（（各各園園３３人人のの園園児児のの

引引継継ぎぎ：：全全体体会会用用引引

継継ぎぎシシーートトのの校校長長へへ

のの提提出出））  
 
  
 

第２次：連携による早期支援体制

⑤事事前前引引継継ぎぎ（（学学校校：：分分科科会会））

管理職のリーダーシップによる 
遠遠方方園園ととのの連連携携継継続続支支援援のの体体制制  

園園のの担担任任かからら小小学学校校教教頭頭へへのの事事前前引引継継ぎぎ  
（（分分科科会会用用引引継継ぎぎシシーートト 11 部部はは委委員員会会へへ提提出出））  

 
 

  
  

 
 

⑥管理職における 
具体的な支援の必要性の確認 

 
(福祉・関係機関との連

携：支援マップの活用、支

援員の配置等) 
 

 
 
  

  
④担任おける園内支援会議

に基づく必必要要ととさされれるる具具体体

的的なな支支援援のの確確認認とと整整理理  
（（分分科科会会用用引引継継ぎぎシシーートトのの

小小学学校校へへのの提提出出））  
 

第３次：連携の取り組み体制）

⑦（校内・園内全体体制による

連携行事や取組の発展）

認定こども園・幼稚園・保育園（所）

の連携体制とその取り組みの質的向

上、機能的向上 
 
 

 
 
 
 
就学支援委員会への検討、特別支援教育支援 
員の配置、指導要録の活用、クラス編成、 
クラス担任配置等 
 

第 次：連携による支援基盤体制

②地域の特色と課題解決に向けた 
管管理理職職間間ののリリーーダダーーシシッッププにによよるる  

事事前前引引継継ぎぎ  
教育委員会・未来局子育て支援課 

（（行行政政：：全全体体会会））  
園園長長（（所所長長））かからら小小学学校校校校長長への 

支援の必要性の高い子ども 
学校区地域外、遠方の園(所)からの子ども 

事前の引継ぎ 
(早期支援体制・連携継続支援体制) 

 
  

 
 

  
  
 
  

事事前前事事後後ミミーーテテ

ィィンンググ  

第４次：連携による継続支

援体制（学校との連携によ

る個別の支援・教育の検証

と評価等）

⑨（卒園後の園での支援や教

育についての評価） 
・卒園後の学校での評価に基

づく、支援や教育および支

援方法の発展と改善 

検討 

連携実態把握体制： 
未来局（子ども家庭課） 
健康福祉センター 

 

市教育委員会の研修会 
県教育事務所の研修会 
トータル支援事業の研

修会等 
 

第４次：連携による継続支

援体制（個別の指導計画と

個別の教育支援計画）

⑧（新入学児の個別の指導

計画と教育支援計画の作

成と支援と教育実践） 
・連携による指導計画の充実 
・入学後の様子について園

（所）への報告 
 
 

実施・報告 
検証・評価 

市福祉部局の研修会 
県福祉事務所の研修会 
トータル支援事業の 
研修会等 

第５次：連携・協働による研修体制 
⑩（（研研修修のの充充実実とと発発展展））  

連携による意見交換や合同の研究の機会の充実や地

域課題の解決や現実に即した実践力養成の研修 

連携支援体制： 
青少年センター 
未来局（子ども家庭課） 
福祉部（障害福祉課） 
 
 

検討 

検討 

連携継続支援体制と早期支援連絡会

新新 11 年年生生体体験験入入学学  
（（行行動動観観察察等等にによよるる実実態態把把握握））  

子どもが実際に入学する小学校へ各

園の気になる子への担任の付き添い 
 

教 育 
小学校 

（教育委員会： 
学齢期） 
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図２ 2021 年度早期の連携継続支援体制による支援・教育の取組①～⑪

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

③校校内内のの重重要要度度

のの高高いい子子どどもものの

支支援援体体制制のの整整備備 
（課題が深刻化する

と想定される子ども

の受受けけ入入れれ体体制制のの整整

備備） 
 
支援の必要性の高い

子どもの入入学学児児数数のの

集集約約ととおおおおよよそそのの実実

態態のの把把握握（（引引継継ぎぎまま

ととめめシシーートトのの委委員員会会

へへ提提出出）） 

地域の特色と課題解決のための連携・協働体制構築 

学学校校区区地地域域外外のの子子どどももをを含含めめたた全全域域支支援援体体制制  

課課題題がが深深刻刻化化すするるとと想想定定さされれるる子子どどももへへのの連連携携継継続続支支援援体体制制 

  
  

福 祉 
保育所・幼稚園・ 
認定こども園 

（子育て支援課： 
幼児期） 

  
 

①園園内内支支援援会会議議

のの実実施施  
（課題が深刻化する

と想定される子ども

の実態把握と数の集

約（委員会に提出）

と卒園に向けた支

援） 
深深刻刻化化すするるとと想想定定ささ

れれるる子子どどもものの確確認認

（（各各園園３３人人のの園園児児のの

引引継継ぎぎ：：全全体体会会用用引引

継継ぎぎシシーートトのの校校長長へへ

のの提提出出））  
 
  
 

保保育育者者育育成成指指標標にに基基づづくく申申しし送送りり  

早早期期支支援援交交流流会会（（交交流流会会））：：１１月月中中旬旬～～２２月月   

第第２２次次  早早期期交交流流：：福福祉祉未未来来局局：：園園学学校校交交流流会会  
    ⑤事事前前引引継継ぎぎ：：園園（（所所））とと小小学学校校 

管理職のリーダーシップによる 

遠遠方方園園ととのの連連携携継継続続支支援援のの体体制制  

園園のの担担任任かからら小小学学校校教教頭頭へへのの事事前前引引継継ぎぎ  

（（引引継継ぎぎシシーートトはは今今後後のの継継続続支支援援にに活活用用））  

 
 
 

  
  

  
 

 

⑥管理職における 
具体的な支援の必要性の確認 
  ((福福祉祉・・関関係係機機関関ととのの連連
携携：：支支援援ママッッププのの活活用用、、  

        支支援援員員のの配配置置等等))  
 

 
 
  

  
④担任おける園内支援会議
に基づく必必要要ととさされれるる具具体体

的的なな支支援援のの確確認認とと整整理理  
（（交交流流会会用用引引継継ぎぎシシーートト  
のの小小学学校校へへのの提提出出））  
 

第第３３次次  継継続続交交流流：：園園とと学学校校：継継続続交交流流体体制制 
⑦（校内・園内全体体制による交流行事や取組） 
認定こども園・幼稚園・保育園（所の連携体制

とその取り組みの質的向上、機能的向上 
 
 

 
 
 
 
 

 
就学支援委員会への検討、支援員の配置と活用、 
クラス編成、クラス担任配置等 

 

早早期期支支援援情情報報交交換換会会（（全全体体会会））：１月中旬 

第第１１次次  早早期期連連絡絡：：教教育育委委員員会会：：管管理理職職全全体体会会  
②地域の特色と課題解決に向けた 

管管理理職職間間（（引引継継ぎぎ担担当当者者含含むむ））のの事事前前引引継継ぎぎ  
教育委員会・未来局子育て支援課 
園園（（所所））長長かからら小小学学校校校校長長への 

支援の必要性の高い子ども 

学校区地域外、遠方の園(所)からの子どもの事前の引継ぎ 
 

  
 
 

  
  
 
  

                    事事前前事事後後ミミーーテティィンンググ  

連携による継続支援体

制（学校との連携による

個別の支援・教育の検証

と評価等） 

⑨（卒園後の園での支援や

教育についての評価） 
・卒園後の学校での評価に

基づく、支援や教育およ

び支援方法の発展と改

善 

検討 

連携実態把握体制： 
未来局（子ども家庭課） 
健康福祉センター 

 

市教育委員会の研修会 
県教育事務所の研修会 
特別支援学級設置校長

会の研修 
トータル支援事業の研

修会等 
 

連携による継続支援体制

（個別の指導計画と個別

の教育支援計画） 

⑧（新入学児の個別の指導

計画と教育支援計画の作

成と支援と教育実践） 
・連携による指導計画の充実 
・入学後の様子について園

（所）への報告 
 
 

実施・報告 
検証

・評価 

保育者育成指標に基づ

く市福祉部局の研修会 
県福祉事務所の研修会 
トータル支援事業の 
研修会等 

第第５５次次  連連携携・・協協働働にによよるる研研修修体体制制  
⑪（研修の充実と発展）  

連携による意見交換や合同の研究の機会の充実や

地域課題の解決や現実に即した実践力養成の研修 

連連携携支支援援体体制制：：  
青青少少年年セセンンタターー  
未未来来局局  
（（子子どどもも家家庭庭課課）） 
福祉部（障害福祉

課） 
 
 

検討 

検討 

早期支援情報交換会（委員会：管理職間）と早期支援交流会（未来局：園と学校）

間） 

・・新新 11年年生生体体験験入入学学  
（（行行動動観観察察等等にによよるる実実態態把把握握））  

・・要要録録のの申申しし送送りりとと活活用用  
子どもが実際に入学する小学校へ、各

園の気になる子への担任の付き添い 

 

教 育 
小学校 

（教育委員会： 
学齢期） 

  
 

第第４４次次  継継続続支支援援：：トトーータタルル支支援援事事業業  
：：学学校校・・園園巡巡回回支支援援  

⑩（行動観察等による実態把握と支援助言） 
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Ⅵ． 考察　
石垣市の特色および課題とされる「学校区地域外の子どもを含めた全域支援体制」、「課題が深刻

化すると想定される子どもへの連携継続支援体制」を構築するため、図１に示した２０２０年度

の「早期支援連絡会」の取組と図２に示した２０２１年度の「早期支援連絡会」の取組を比較、検

討するため、教育委員会と福祉部未来局子育て支援課の連携・協働による体制整備に向けた取組

を第１次から第５次まで以下の通り計画する。

ここでは、図２で示した、Ⅴ地域課題の解決策・計画の①～⑪の取組を、第１次から第５次の

体制整備として位置付けて整理し考察する。

１． 第１次支援体制 ： 教育委員会主導の「早期支援連絡会（全体会 ： 情報交換会）」の開催－連携による

支援基盤体制整備①、 ②、 ③

　②「早期支援連絡会（全体会：情報交換会）」において、市内全域の幼児教育施設の園（所）長か

ら小学校（市内中心９校）の校長が参加して支援の必要性の高い子どもを入学前に引継ぐ。

教育委員会の意向もあり２０２１年は管理職１人、引継ぎ担当者も参加して聞き取りの補助を

することになった。引継ぐ内容は園が行ってきた支援・教育の工夫や対応のアイデアである。「早

期支援連絡会（全体会：情報交換会）」は、支援の必要性の高い子ども３人を園（所）から申し送り

し、丁寧に関わるための引継ぎである。そのために園（所）は、①「園内支援会議」で引継対象と

なる３人の子どもを決める。障害が確定した子ども、すでに園を休んでいる子ども、トラブルを

起こした子ども等に限らず、丁寧に関わり対応に手がかかった子ども、思い入れがあり時間を割

いて育ててきた子どもが、この「早期支援連絡会」対象となる。

③「校内の重要度の高い子どもの支援体制の整備」に携わり、②の「早期支援連絡会（全体会：

情報交換会）」を開催することを通して得た情報を、「予防的実態把握」の情報として捉え、小学

校入学後に「深刻化される可能性のある子ども」への対応を早急に行える学校体制作りを行う。

２０２１年度は②の取組は卒園児を受け入れる取組として、教育委員会が主導し、２０２０年の

福祉部未来局との連名による開催としては位置づけなかった。

２． 第２次支援体制 ： 「早期支援交流会（幼児教育施設と学校の分会）」の開催－連携による早期支援

体制整備④、 ⑤、 ⑥

　⑤「早期支援連絡会（分会：交流会）」においては、「早期支援連絡会（全体会：情報交換会）」と

異なり、幼児教育施設の５歳児（卒園児）の担任が、指定された日時に各小学校へ出向き教頭先

生へと卒園児についての情報を繋ぐ取組である。受け入れる小学校の対応は教頭とともに、コー

ディネーター、養護教諭、１年生の担任が複数のチームとして対応を行う。各学校における⑤

「早期支援連絡会（分会：交流会）」では、②「早期支援連絡会（全体会：情報交換会）」と異なり、

実務的な関わり方や保護者の養育環境や家庭環境等の具体的な支援・教育について引継ぎを行

う。そのため幼児教育施設においては、「早期支援連絡会（分会：交流会）」に参加するまでに、④

「担任における必要とされる具体的な支援会議」において、申し送りを行う引継ぎの対象となる

子どもの個性や他者との関わりの様子、より具体的な関わり方の工夫や支援のアイデア等をまと

める。２０２０年度との違いは、２０２１年度は②の全体会は情報交換会とし、⑤の分会は交流

会として、委員会が実施するのは「迎えいれる側」としての情報交換会、福祉部未来局が実施す

るのは「送り出す側」としての園（所）と小学校との交流会として、その役割を行政間で明確にし

た。

　⑤「早期支援連絡会（分会：交流会）」における情報収集により、⑥第３次：「小学校の管理職

における支援の必要性の確認会議」を行い、具体的な福祉や関係機関との連携、支援マップの活

用、支援員の配置等、クラス編成や担任の配置等新入学児の受け入れ体制を整える。２０２１年

度の取組からは各小学校と各園（所）が早期に連携して、今後の交流のためのオリエンテーショ
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ンを行う機会としても位置付けた。

３． 第３次支援体制 ： 校内 ・ 園内全体体制による連携行事や取組の発展―協働による取組の体制整備

⑦

　②「早期支援連絡会（全体会：情報交換会）」および⑤「早期支援連絡会（分会：交流会）」におい

て引継いだ事例の支援の工夫や対応のアイデア等の支援・教育に関する情報に対して、⑦「新１

年生の体験入学」における行動観察等の「校内・園内全体体制による連携行事や取組」を通して実

態の理解を深める。教育委員会の対応として各小学校での「新１年生の体験入学」の開催日を、

子育て支援課を通して全市内の幼児教育施設に連絡する等の連携した取組を行う。各小学校で開

催する「体験入学」は教育委員会が各学校の開催日を集約して福祉部未来局で園（所）へ連絡する

ことになる。

４． 第４次支援体制 ： 学校 ・ 園の相談 ・ 巡回支援－継続支援体制⑩

　②「早期支援連絡会（全体会）」、⑤「早期支援連絡会（分科会）」、⑦「新１年生の体験入学」等に

よる子どもの実態や養育環境の影響を配慮して、小学校では新入学児の入学後に⑧個別の指導計

画と個別の教育支援計画の作成を行い、管理職がリーダーシップのもと学校全体体制として実行

する。さらに　幼児教育施設では、５歳児担任が新１年生の新年度の授業参観等、小学校の行事

等に参加し、小学校での子どもたちの適応や成長の情報を得ることで、幼児教育施設における幼

児の⑨個別の支援・教育の検証と評価を行う。

５． 第５次支援体制 ： 研修の充実と発展－連携 ・ 協働による研修体制整備⑪

第１次から第４次までの支援体制の構築に向けて、①から⑨の取組を実行した上で、２０２１

年度は⑩入学後の子どもたちの支援を丁寧に巡回訪問支援で行い、子どもたちの入学後の適応や

成長等の様子を整理するとともに園（所）と学校の連携・協働のあり方を検討した。さらに支援

を充実させるためには教育委員会および子育て支援課による、⑪「研修の機会の充実と発展」が

必要とした。

６． まとめ

第１次支援体制から第５次支援体制を通して、地域課題①『市内各園（所）、各小学校との予防

的実態把握と情報交換体制の方向性を確認する場の設定』、地域課題②『「学校区地域外の子ど

もを含めた全域支援体制」、「課題が深刻化すると想定される子ども」への連携継続支援体制を構

築』、地域課題③『地域課題解決に向けた教育委員会および福祉部未来局との連携・協働の仕組

作り』の３つの地域課題を解決するための取組を整理し、具体的に①から⑪の取組を行う計画を

立てた。そして、貧困やひとり親世帯等の養育環境・家庭環境への理解や地域課題を解決するた

めの連携支援体制の構築に向けた、２０２０年度の取組（図１）を検討し、第１次支援体制から

第５次支援体制までの体制構築に向けた整備計画のテーマを以下のようにまとめた。

２０２０年度の図１に示した第１次から第３次までの早期支援の取組は教育委員会の主導で

あった。その年度は第１次支援体制の管理職を中心とした『「早期支援連絡会（全体会）」の開催－

連携による支援基盤体制整備』は、福祉部未来局との連携による取組であるが、その主導は教育

委員会となっており、第２次支援体制の学校における『早期支援連絡会（学校分会）」の開催－連

携による早期支援体制整備』、第３次支援体制の『校内・園内全体体制による連携行事や取組の

発展―協働による取組の体制整備』の体験入試も、教育委員会の主導となり、新入学生を「迎え

入れる」小学校側の視点による引継ぎの内容になっていた。そのため２０２１年度の支援体制の

整備では、教育委員会、福祉部未来局、園（所）、小学校、それぞれの取組の役割分担を再度、

比較検討し改善を図った。図２に示した２０２１年度の体制作りにおいては、第１次の『早期支

援連絡会（管理職間の全体情報交換会）』は教育委員会、第２次の『早期支援連絡会（園・学校の交

流会）』を福祉部未来局の保育者育成指標に基づく申し送りの会として、福祉部未来局の主導す
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る取組として位置付けた。そのことにより、園（所）が求める指導要録の活用、クラス編成やク

ラス担任配置の要望や交流計画等のオリエンテーションを行うことができ、「申し送りをする」園

（所）側の引継ぎ要望を提案することが可能となる。第３次の支援体制は教育委員会や福祉部局

の主導ではなく教育現場の園（所）と小学校が主導する取組として位置付けることで、２０２１

年度の支援体制ではそれぞれの行政機関、各幼児教育施設、各学校の役割と取組の主体を明確

にすることができた。第４次の支援体制として『学校・園の相談・巡回支援体制』を琉球大学の

トータル支援事業でバックアップし、第５次の支援体制の『連携・協働による研修体制』は各行

政、校内研修、トータル支援事業による八重山特別支援学級設置校長会・石垣市特別支援学級連

絡会との研修を組んでいくこととした。

以上の体制の構築により、今後、図２に示した貧困やひとり親世帯等の養育環境・家庭環境へ

の理解や地域課題を解決するための連携支援体制の構築を目指すことになる。それ以降の取組の

実行性およびその取組のあり方に関しては今後の検討課題とする。
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